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第11章　廃　棄　物

　廃棄物は事業活動や消費生活の最終段階で不要

物として排出されたものであるが、その処理に関

する基本的事項については廃棄物処理法で規定さ

れている。

　廃棄物処理法では、廃棄物を住民の日常生活に

伴って生じるごみ、し尿及び事業所から出る紙ご

み等の一般廃棄物と、事業活動に伴って生じるも

ののうち特定の種類を産業廃棄物に区分したうえ、

一般廃棄物についてはその処理を市町村が行い、

産業廃棄物については、排出する事業者自らの責

任において適正に処理することとしている。

　一般廃棄物（し尿を除く。）の処理については、現

在、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進

等に関する法律」（容器包装リサイクル法）等に基

づき各市町村で定めた収集区分により分別収集さ

れ、びん・缶などリサイクル可能なものは資源化

し、資源化できない可燃性のごみは焼却して減量

化し、不燃ごみは破砕・圧縮・選別処理により資源

回収した後、灰や残査物は最終処分場で埋立処分

されている。

　また、し尿の処理については、公共下水道への流

入分を除き、汲み取りし尿及び浄化槽汚泥とも市

町村等のし尿処理場で処理されている。

　産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物

のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃アルカリ、廃プラ

スチック類等20種類のものをいい、一般廃棄物と

同様再利用されるものを除き、中間処理による減

量化・再資源化された後、埋立処分されている。

　廃棄物の種類と処理形態は図2-11-1のとおりで

ある。人口の増加、産業の発展等により、廃棄物発

生量が増大するとともに質も多様化する傾向にあ

るが、都市化の進展等により廃棄物処理施設の整

備が困難な状況となっている。

　なお、廃棄物処理法は、数度の変更を経ている

が、９年６月には、廃棄物処理施設の信頼性・安全

性等の向上を図るため、生活環境影響調査の実施

等の規定が整備されるとともに、廃棄物焼却施設

のダイオキシン類対策を強化するための政省令が

改正され、９年12月から施行された。

　また、12年６月には、都道府県による廃棄物処

理計画の策定、廃棄物処理施設の許可要件の追加

及び廃棄物の焼却の規制等を内容とする大幅な改

正がなされた（施行12年６月、同年10月、13年４

月）。

　一方、循環型社会の形成に向けた廃棄物・リサイ

クル対策を総合的・計画的に推進するための基盤

となる「循環型社会形成推進基本法」が12年６月

に制定されるとともに、廃棄物・リサイクルに関連

する個別法の制定や改正が行われた。既に制定さ

れている「容器包装リサイクル法」、「建設工事に係

る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイク

ル法）」を初めとするリサイクル関連法と併せて資

源循環型社会の形成に関する法制度が整備されつ

つある。

図2-11-1　廃棄物の種類と処理形態

（注）１．４年７月４日に改正施行された廃棄物処理法において、特別管理一般
（産業）廃棄物が新しく区分された。
また、４年12月16日の法改正では、国外で発生したもので携帯廃
棄物、航行廃棄物（以上一般廃棄物）及び輸入された廃棄物（産業
廃棄物）が廃棄物として追加された。

２．廃棄物処理法では、下水道の汚泥は産業廃棄物となる。
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　県においても、資源循環型社会の構築を目指し、

一層の廃棄物の発生抑制、減量化・再資源化、適正

処理の促進に向け、各種施策を実施している。

第１節　一般廃棄物

１．一般廃棄物の現状

（１）ごみ処理

　家庭から排出されるごみは、40年代の経済の急

速な発展に比例して増加し続け、47年度には県民

１人１日当たり1,058ｇに達したが、48年の石油

ショックを契機に「使い捨て時代」から「節約時代」

へと住民意識が変化し、ピーク時に比べ２割程減

少し、その後10数年間は、ほぼ横ばいで推移して

きた。

　60年代になり、経済の活性化やＯＡ化の進展等

により再び増加の傾向をみせていたが、元年度以

降はおおむね1,000ｇ前後で推移し、13年度１人

１日当たりの排出量は1,060ｇである（図2-11-2）。

　ごみ処理の方法については、可燃ごみは焼却し

て残渣物（焼却灰等）を埋め立て、また、不燃ごみ

は圧縮や破砕により減量化して残渣物を埋め立て

ているが、びん・缶等、資源化できるごみ（有価物）

は売却・再利用されている（表2-11-1）。

　13年度における１日当たりのごみの平均排出

量は6,303 ｔであり、市町村による収集処理量が

6,294ｔ、自家処理量が９ｔとなっている。市町村

等による収集処理量のうち、焼却処理が5,269ｔ、

売却・再利用等が867ｔで、残りは埋立処分されて

おり、焼却残渣等を含めた埋立量は752ｔ（収集処

図2-11-2　１人１日当たりのごみ排出量の推移

表2-11-1　ごみ処理の状況

年度

区分

11 12 13

人口 処理量 人口 処理量 人口 処理量

焼 却

埋 立

売却・再利用等

小 計

市
町
村
等
処
理

自 家 処 理

計画処理区域内人口等

千人

－

ｔ/日

5,150

千人

－

ｔ/日

5,287

－
179

（805）
－

－ 701 － 769 － 867

5,892 6,030 5,920 6,262 5,949 6,294

0 11 0 9 0 9

5,892 6,041 5,920 6,271 5,949 6,303

（注）１．計画処理区域内人口は 10 月１日現在の各市町村の人口

総計（県人口に同じ）。

２．（　）内の数字は焼却残渣等を含む最終処分量。

３．13年度の市町村等処理量6,294ｔ/日（230万ｔ/年）の

内訳は、市町村等総収集量が5,935ｔ/日（217万ｔ/年）

であり、直接搬入量が359ｔ /日（13万ｔ/年）である。

206

（855）

千人

－

ｔ/日

5,269

－
158

（752）

表2-11-4　最終処分場の設置状況

区分

年度

設 置

市町村等
設置数

処 分 場

面 積
全体容量 残余容量

11 27 27 450 3,835 1,827

12 25 25 524 4,210 2,790

13 25 25 524 4,210 2,360

千ｍ2 千ｍ3 千ｍ3

（注）休止施設を除く。

（注）休止施設を除く。

40 7,081
ｔ/ 日

38 6,961
ｔ /日

38 6,961
ｔ/ 日

15 1,711 15 1,681 15 1,681

55 8,792 53 8,642 53 8,642

表2-11-2　ごみ焼却処理施設の設置状況

年度

区分

11 12 13

箇所数 処理能力 箇所数 処理能力 箇所数 処理能力

市 町 村

一部事務組合

計

（注）休止施設を除く。

表2-11-3　粗大ごみ処理施設の設置状況

年度

区分

11 12 13

箇所数 処理能力 箇所数 処理能力 箇所数 処理能力

市 町 村

一部事務組合

計

16   863
ｔ /日

16   841
ｔ/日

16   841
ｔ /日

8   270 8   270 8   270

24 1,133 24 1,111 24 1,111

理量の12％）となっている。

　14年３月末現在のごみ処理施設の稼働状況をみ

ると、焼却処理施設は53か所、処理能力8,642ｔ

／日、粗大ごみ処理施設は24か所、処理能力1,111

ｔ／日、最終処分場は25か所、残余容量（埋立可

能な量）約2,360千ｍ3 である（表2-11-2～表2-

11-4）。



175

廃 

棄 

物

水質環境への住民の関心の高まり及び設置に対す

る補助金制度等により、し尿と雑排水を併せて処

理する合併処理浄化槽は、設置基数及び浄化槽全

体に占める割合ともに年々増加している。一方、単

独処理浄化槽は、平成13年４月の法改正により原

則的に新規設置ができなくなったため、浄化槽全

体に占める割合が年々減少している。

表2-11-6　し尿処理施設の設置状況

年度

区分

11 12 13

箇所数 処理能力 箇所数 処理能力 箇所数 処理能力

市 町 村

一部事務組合

計

20 2,953
0/ 日

22 2,795
0/ 日

22 2,795
0/ 日

14 1,453 14 1,453 14 1,453

34 4,406 36 4,248 36 4,248

（注）休止施設を除く。

表2-11-8　規模別浄化槽設置基数（14年３月末現在）

区分

処理対象人員

単 独 処 理

浄 化 槽

合 併 処 理

浄 化 槽
計

  5～ 20人 403,324 104,845 508,169

 21～100人 48,681 7,403 56,084

101～200人 1,727 2,534 4,261

201～500人 746 2,601 3,347

501人以上 52 733 785

計 454,530 118,116 572,646

表2-11-5　し尿処理の状況

年 度

区 分

11

人 口 処理量

12

人 口 処理量

13

人 口 処理量

下 水 道

浄 化 槽

計

水
洗
化
処
理

市
町
村
等
処
理

処
理
施
設

海
洋
投
入

自 家 処 理

合　　　計

農 地 還 元

そ の 他

計

生 し 尿

浄 化 槽 汚 泥

小 計

生 し 尿

浄 化 槽 汚 泥

小 計

2,934
千人

　4,108
0/日

3,071
千人

　4,300
0/日

3,170
千人

　4,438
0/日

2,374 　3,324 2,322 　3,251 2,291 　3,207

5,308 ※7,432 5,393 ※7,551 5,461 ※7,645

　－ ※　866 　－ ※　848 　－ ※　795

　－ 　2,130 　－ 　2,040 　－ 　2,064

　－ 　2,996 　－ 　2,888 　－ 　2,859

　－ ※　 35 　－ ※   39 　－ ※　 27

　－ 　　 95 　－ 　　 88 　－ 　　 57

　－ 　　130 　－ 　　127 　－ 　　 84

　－ ※　　0 　－ ※　　0 　－ ※　　0

　－ ※　 89 　－ ※　 78 　－ ※　 57

  560 　3,215   505   3,093 　470 　3,000

   24 ※　 37    21 ※　 32 　 18 ※　 28

5,892 　8,459 5,919   8,548 5,949 　8,552

（注）１．計画処理区域内人口は10 月１日現在の各市町村の人口総計（県人口に同じ）。

２．処理量の合計は※を合計した。

（２）し尿処理

　13年度におけるし尿の１日当たりの平均処理量

は、8 , 5 5 10 であり、水洗化による処理量が

7,6450、市町村等による処理量が3,0000（浄化

槽汚泥の処理量2,0640 を含む）、自家処理量が

280となっている。市町村等による処理量のうち、

し尿処理施設で処理した量は2,8590、海洋投入を

した量は840となっている（表2-11-5）。

　14年３月末現在で稼働中のし尿処理施設は、36

か所、処理能力4,2480／日である（表2-11-6）。

　浄化槽汚泥の増加や既存処理施設の老朽化等に

よる処理能力の低下のため、一部の市町村等では

収集したし尿・浄化槽汚泥の全量を施設で処理す

ることが困難になっており、14年４月現在では１

市１町がやむを得ず海洋投入処分を行っている。

本県は全国有数の水産県であり沿岸漁場、近海漁

場の環境保全対策を積極的に推進していくため、

海洋投入処分はできるだけ早期に解消するよう努

めている。14 年３月末現在の浄化槽設置基数は

572,646基である（表2-11-7）。

　処理方式別では、し尿のみを処理する単独処理

浄化槽が圧倒的に多く79％を占めているが、周辺
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　さらに、規模別に見ると、表2-11-8のとおり５

～20人のいわゆる家庭用浄化槽の設置基数が多く、

全体の約９割を占めている。

（３）処理経費

　13年度において市町村等が支出した一般廃棄物

処理経費は全体で1,109億円であり、年間１人当た

りにすると、ごみが17,142円、し尿18,918円となっ

ている（表2-11-9）。

表2-11-9　一般廃棄物の処理経費 （単位：百万円）

（注）（　）内の数字は計画収集人口１人当たりの処理経費で、以下のとおり算出したものである。

　　　　　（処理経費＋施設整備費）（百万円）÷計画収集人口（千人）

11
年度区分

ご  み し  尿

12

ご  み し  尿

13

ご  み し  尿

計 画 収 集 人 口

（千人）

処 理 費

施 設 整 備 費

小 計

計

75,495 13,458 74,431 13,429 68,651 8,294

26,007 4,594 22,387 1,580 33,330 601

101,502 18,052 96,818 15,009 101,981 8,895

5,892 560 5,920 505 5,949 470

111,827

　（17,229円／人） （32,252円／人） （16,354円／人） （29,725円／人） （17,142円／人） （18,918円／人）

119,554 110,875

表2-11-7　保健所（支庁）・市別浄化槽設置基数

年 度

区分

保健所・市

12

単 独 処 理

浄 化 槽

合 併 処 理

浄 化 槽
計

34,821 5,623 40,444

14,353 1,329 15,682

21,813 4,300 26,113

62,574 7,004 69,578

46,335 3,418 49,753

40,479 3,877 44,356

55,641 5,782 61,423

19,259 1,930 21,189

11,819 16,027 27,846

6,068 5,669 11,737

19,510 7,613 27,123

15,037 16,653 31,690

13,845 12,413 26,258

13,377 4,626 18,003

27,068 6,120 33,188

52,766 3,731 56,497

454,765 106,115 560,880

（注）１．「浄化槽法」又は「建築基準法」に基づく手続を経て設置された浄化槽の基数である。

２．「合併処理浄化槽」とは、し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽を、「単独処理浄化槽」とは、し尿のみを処理する浄化槽をい

う。

３．12 年度の組織改正により、保健所の管轄が支庁の管轄となった。

千 葉 市

習 志 野

市 原

船 橋

市 川

松 戸

柏

野 田

佐 倉

香 取

海 匝

山 武

茂 原

勝 浦

安 房

木 更 津

合 計

年 度

区分

支庁・市

13

単 独 処 理

浄 化 槽

合 併 処 理

浄 化 槽
計

千 葉 市

千 葉

東 s

印 旛

香 取

海 匝

山 武

長 生

夷 隅

安 房

君 津

合 計

34,821 5,623 40,444

36,163 6,555 42,718

224,406 26,578 250,984

11,817 17,104 28,921

6,068 6,163 12,231

19,510 8,281 27,791

15,034 17,634 32,668

13,842 13,208 27,050

13,375 5,215 18,590

27,052 7,145 34,197

52,442 4,610 57,052

454,530 118,116 572,646
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２．一般廃棄物処理対策

　一般廃棄物の処理対策は、発生・排出抑制、再使

用・再利用、熱回収、適正処分を取組の優先順位と

して、環境への負荷低減に配慮しつつ、資源循環型

社会の構築を目指し推進している。

　市町村等は、「廃棄物処理法」に基づき一般廃棄

物の排出抑制、収集、運搬及び処分に関する計画を

定め、これを遂行するとともに計画的に処理施設

の整備に努めている。また、近年における廃棄物の

量的増大、質的多様化等廃棄物処理を取り巻く社

会の諸変化に対し適切に対応するため、市町村に

おいては廃棄物の減量化・再資源化を基本とした

計画的な処理を推進することが一層重要となって

きている。そこで県は、10年３月、一般廃棄物処

理の指針として、市町村の廃棄物処理基本計画の

策定のガイドラインとなる広域処理のあり方を示

した「千葉県一般廃棄物処理マスタープラン」を策

定した。また、11年３月に「千葉県ごみ処理広域

化計画」を策定し、市町村のごみ処理施設を広域的

に集約させるとともに、焼却灰のスラグ化、エコセ

メント化の取組を推進している。

　以上の取組を踏まえ、「資源循環型社会」の構築

に向け、県民、事業者、行政の関係者が共同・協調

した取組を推進する指針として12年３月に「ちば

21ごみゼロプラン」を策定し、さらに廃棄物処理

法の改正に伴い、産業廃棄物と合わせて平成14年

３月に「千葉県廃棄物処理計画」を策定したところ

である。

　なお、本計画による計画目標は表2-11-10のとお

りである。

　また、環境研究センターでは、廃棄物の減量化・

再資源化及び廃棄物の適正処理を促進するため、

社会システム、技術開発両面から調査研究を行い、

これらの成果を県及び市町村の廃棄物行政の施策

に反映させるとともに、広く県民、事業者に対して

廃棄物に関する各種情報の提供と啓発を行ってい

る。

　なお、同センターにおける廃棄物に関する個々

の研究課題及び事業名とその概要は資料編 11 の

（１）に掲載している。

　処理施設の整備については、用地の取得難、住民

同意の困難さ、建設費の高騰など極めて厳しい状

況に置かれているが、整備計画の策定及び建設に

当たっては次の事項について指導し、円滑な整備

の促進を図ることとしている。

①　環境影響に関する事前評価の実施

②　地域住民の合意取得

③　環境汚染防止への十分な配慮

④　廃棄物処理基本計画との整合

⑤　都市計画等諸計画との整合及び周辺環境整備

を勘案した整備計画の検討

⑥　浄化槽汚泥の適正処理

　なお、最近では、大規模焼却処理施設等で余熱を

利用したごみ発電の導入、温水プールの設置等が

行われ地域に貢献している施設もあり、また周辺

環境整備に重点を置いた施設整備を行うなど、従

来の処理場のイメージからは相当改善されてきて

いる。13年度に完成した施設の状況は表2-11-11の

とおりである。

表2-11-10 一般廃棄物の減量化・再資源化目標値

ごみ排出量（万ｔ）

焼却処理量（万ｔ）

最終処理量（万ｔ）

ごみ排出量原単位

（ｇ／人日）

リサイクル率（％）

平成10年度
（現状）

平成17年度
（目標）

平成17年度
（削減率）

平成22年度
（将来目標）

平成22年度
（削減率）

目　標　項　目

219

185

31

1,022

20

215

170

20

950

30

2％

8％

35％

7％

－　

200

150

15

850

35

9％

19％

52％

17％

－　
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（注）１．補助金は、交付決定年度で集計した。

２．補助率は

国庫補助金：公害防止計画策定地域の率は1/2、策定地

域以外は1/4。

県費補助金：事業主体の財政力指数により異なる。

３．ごみ処理施設の公害防止施設（ダイオキシン類発生防止

対策施設等）を含む。

表2-11-12　ごみ処理施設整備補助金交付状況
（単位：千円）

区
分

年
度

11 14 10,657,718 11 0.05～0.15 124,121

12 27  7,658,754 23 0.01～0.15 193,354

13 28 15,482,848 27 0.01～0.15 407,933

ご み 処 理 施 設

国庫補助金 県費補助金

施設数 補助率 補助金 施設数 補助率 補助金

１ １
－・－
２ ４

１ １
－・－
２ ４

１ １
－・－
２ ４

区
分

年
度

11 － － － 0.05～0.15 －

12 － － － 0.05～0.15 －

13 － － － 0.05～0.15 －

粗 大 ご み 処 理 施 設

国庫補助金 県費補助金

施設数 補助率 補助金 施設数 補助率 補助金

１
－
４

１
－
４

１
－
４

区
分

年
度

11 － － １ 0.1 3,298

12 2   573,847 １ 0.05    80

13 2 1,838,024 ２ 0.05   595

廃 棄 物 再 生 利 用 施 設

国庫補助金 県費補助金

施設数 補助率 補助金 施設数 補助率 補助金

１ １
－・－
２ ４

１ １
－・－
２ ４

１ １
－・－
２ ４

区
分

年
度

11 ３ 10,021,082 ３ 0.1～0.15 16,653

12 ２    845,683 １ 0.10    120

13 ３    509,065 ２ 0.05～0.10  2,157

最 終 処 分 場

国庫補助金 県費補助金

施設数 補助率 補助金 施設数 補助率 補助金

１ １
－・－
２ ４

１ １
－・－
２ ４

１ １
－・－
２ ４

（注）ごみ処理施設は、粗大ごみ処理施設、廃棄物再生利用施設を

含む。

表2-11-11 一般廃棄物処理施設整備状況

（13年度完成分）

区 分

施 設
施設数 規模又は能力

し 尿 処 理 施 設

ご み 処 理 施 設

埋立処分地（最終処分場）

－　 　 －

2　 376 t/日

2　 997 千ｍ3

（１）ごみ処理対策

ア　施設整備

　ごみ焼却処理施設、粗大ごみ処理施設及び最終

処分場の設置等に対し国庫及び県費補助を行い、

施設の整備拡充を図っている（表2-11-12）。

イ　環境汚染防止対策

　ごみ処理に当たっては、大気汚染、水質汚濁等環

境汚染の未然防止に十分留意する必要があり、ご

み焼却処理施設については、「大気汚染防止法」及

び「大気汚染防止法に基づき排出基準を定める条

例」、「水質汚濁防止法」及び「水質汚濁防止法に基

づき排水基準を定める条例」により、ばいじん、塩

化水素等の排出基準やＢＯＤ、有害物質等の排水

基準が設定されている。また、＊最終処分場につい

ては、総理府・厚生省令「一般廃棄物の最終処分場

及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準

を定める命令」が定められている。

図2-11-3　一般廃棄物対策体系図
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　県は、市町村等が施設整備を行う場合に、これら

の法令等に適合するよう指導するとともに、施設

の適正な維持管理について指導を徹底し、環境汚

染の防止に努めている。

ウ　立入検査

　廃棄物処理法第19条の規定により、13年度にお

いては、ごみ焼却処理施設70か所、最終処分場58

か所を対象に立入検査を実施し、施設の維持管理

状況の確認、放流水や焼却残灰等の採取、分析を行

うとともに必要な指導を行った。

エ　有害物質対策

　水銀を含有する使用済み乾電池については、60

年７月に「使用済み乾電池を他のごみと併せて処

理しても生活環境上問題がない」との国の見解が

示されたところである。

　また、ごみ処理に係るダイオキシン類対策につ

いては、９年８月に廃棄物処理法政省令の改正を

受け、ダイオキシン類の削減に向けて必要な指導

を行うとともに、恒久対策を実施する市町村に対

しては助成措置を講じている。

（２）リサイクル等の推進

ア　「千葉県リサイクルの日」県民運動

　「再生資源の利用の促進に関する法律」（平成12

年度に法律の名称が変更）の施行に因んで10月25

日を「千葉県リサイクルの日」と定め、市町村が実

施主体となって、リサイクルに関するイベント、フ

リーマーケット等の「啓発事業」と資源ごみの回収

運動を行っている（表2-11-13）。

　なお、14年度から、国と同様に、10月を「３Ｒ

推進月間」として取組を実施することとした。

イ　リサイクル功労者表彰

　住民団体等が実施する資源回収活動やリサイクル

業者による資源ごみの回収が、ごみの減量化・再資

源化に果たす役割は、重要かつ意義ある活動である

ことから、その功績に報いることによりリサイクル

の促進と意識の高揚を図ることを目的として、４年

度に「リサイクル功労者表彰制度」を創設した。

　13年度の被表彰者は、知事表彰が４団体、環境

部長表彰が２個人11団体であった（表2-11-14）。

ウ　減量化・再資源化対策

　(ア)千葉県ごみ減量化推進県民会議

　(イ)環境研究センターの運営

　(ウ)「千葉県リサイクルの日」県民運動

　(エ)リサイクル功労者の表彰

　(オ)「リサイクルセンター等に対する県費補助制

度」等

　また、市町村においては、分別収集の促進、再資

源化・再利用の実施、中間処理（焼却、破砕、圧縮

等）の増強等を行い、ごみの減量化について積極的

に取り組んでいる（表2-11-15）。

表2-11-13 「リサイクルの日」県民運動実施状況

年     度 11年度 12年度 13年度

実 施 市 町 村 数

啓 発 事 業 参 加 者

回 収 運 動 参 加 者

回収された資源ごみの量

（内回収された古紙の量）

72 71 76

606千人 821千人 311千人

1,788千人 1,455千人 1,711千人

17,235トン 18,171トン　 14,065トン
　（11,314トン）（12,318トン） （10,079トン）

表2-11-14　13年度リサイクル功労者被表彰者

知
事
表
彰

部 
 

長 
 

表 
 

彰

団　体　名　等市町村名表彰区分

市　原　市 おおとり子供会

八 千 代 市 八千代台西小学校ＰＴＡ

大網白里町 増穂小学校ＰＴＡ

天津小湊町 ㈲妻本商店

木 更 津 市 富岡小学校ＰＴＡ

佐　原　市 佐原市福祉作業所あけぼの園保護者会

成　田　市 花崎町第４区

柏　　　市 柏市廃棄物処理業協業組合

市　原　市 市原市資源回収協同組合

市　原　市 惣社子供会

八 千 代 市 八千代台東第二小学校学級連絡委員会

鴨　川　市 江見幼・小ＰＴＡ

関　宿　町 関宿町立南部幼稚園ＰＴＡ

栗　源　町 玉造　稔

大網白里町 みずほ台二丁目自治会

大網白里町 みずほ台三丁目自治会

成　田　市 大塚勝彦
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エ　散乱ごみ対策

　道路周辺や観光地等における空き缶や空きびん

等のごみの散乱は、街や自然の美観を損ねるばか

りでなく、収集体制の確保や費用の増大など廃棄

物処理の面でも多くの問題点を含んでおり、さら

に、資源再利用という観点からも大きな損失と

なっている。

　関東甲信越静の１都10県では、毎年５月30日（ゴ

ミゼロの日）を中心として空き缶等の収集活動や

街頭での統一美化キャンペーン、散乱防止、再資源

化促進を目的としたポスター・標語による啓発を

「ゴミゼロ運動」として実施している。

　本県では、57年からゴミゼロ運動を実施し、58

年度からは「千葉県美しいふるさとづくり運動」の

一環としても位置づけて実施しており、14年度は、

５月26日を中心に、県下80市町村で64万人が参

加し、1,134ｔ（このうち空き缶は233ｔ）を収集

した（表2-11-16）。

オ　「千葉県ごみ減量化推進県民会議」

　ごみの減量化・再資源化を県民・事業者・行政が

一体となって進めるため、各界・各層の代表で構成

する「千葉県ごみ減量化推進県民会議」を６年11

月に設置し、「ちば21ごみゼロプラン」を策定する

とともに、毎年度重点的に取組む「アクションプロ

グラム」に基づき全県的な啓発・実践活動を展開し

ている。

カ　容器包装リサイクル法について

　家庭ごみのうち、容積で約６割を占める容器包

装廃棄物の分別収集と再商品化を促進するため、

７年６月に「容器包装に係る分別収集及び再商品

化の促進等に関する法律」（容器包装リサイクル

法）が制定され、消費者・市町村・事業者の役割分

担が示された。同法に基づく分別収集を実施する

ため、市町村等は「市町村分別収集計画」を、県は

これに基づき「千葉県分別収集促進計画」を３年ご

とに策定している。

表2-11-15　市町村の再資源化実施状況

区　　　　　分 11年度 12年度 13年度

① ごみの処理量　（千トン）   2,201   2,285 2,297

② ごみからの再資源化量　（千トン）     272     296 　355

ごみの再資源化率（②÷①）　（％）      12.4      13.0 　　 15.5

③ 集団回収による再資源化量　（千トン）
    196     197 　169

（63市町村） （63市町村） （59市町村）

④ 再資源化合計量（②＋③）　（千トン）     468     493 　524

⑤ リサイクル率（④÷（①＋③））　（％）      19.5      19.9 　　 21.2

図2-11-4　分別収集の対象品目 表2-11-16　ゴミゼロ運動における空き缶等一斉収

集の状況

主 た る 実 施 日 ５月30日 ５月28日 ５月27日 ５月26日

実 施 市 町 村 数 79 61 77 80

実 　 施 　 人 　 数 758千人 536千人 521千人 640千人

ご み 収 集 総 量 1,431 ｔ 1,088ｔ 889ｔ 1,134ｔ

空 き 缶 収 集 量   328ｔ   229ｔ 255ｔ   233ｔ

空き缶など再資源化量   304ｔ   207ｔ 189ｔ   185ｔ

 （注）主たる実施日は、５月30日（ゴミゼロの日）に近い日曜

日を「関東地方環境美化行動の日」として定めるため、年

度によって異なる。

年　　　　度 11 12 13 14
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　県では11年７月に策定した第２期の計画を見直

し、14年７月に15年度から19年度までの５ヶ年計

画である第３期の「千葉県分別収集促進計画」を策

定したところである。

　(ア)対象品目

　　対象品目は図2-11-4のとおりである。

　(イ)関係者の役割

　ａ　消費者は適正に分別排出を行う。

　ｂ　市町村は分別収集を行う。

　ｃ　事業者は市町村が収集した容器包装廃棄物

を再商品化する。

　(ウ)分別収集促進計画

　　第３期の「千葉県分別収集促進計画」におけ

る、計画期間中の品目別の分別収集実施予定市

町村数は表2-11-17のとおりである。

　(エ)分別収集実績

　　市町村で分別収集された、品目別の容器包装

廃棄物の収集量は表2-11-18、実施市町村数は表

2-11-19のとおりである。

キ　家電リサイクル法について

　年間の排出量が、重量にして約60万トンにもな

る一方で、一部の金属がリサイクルされる以外は

廃棄物となっていた使用済の家電製品について、

リサイクルを行うことで廃棄物の減量化と有用な

部品や素材の再商品化等を図ることを目的に、10

年６月に「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ

クル法）」が制定され、13年４月から本格施行され

た。県においても、同法が円滑に施行されるよう、

市町村指導や広報・啓発に努めたところである。

　（ア）対象品目

　　エアコン、テレビ、電気冷蔵庫、電気洗濯機

　（イ）役割分担

　　ａ　消費者

　　　再商品化料金と収集運搬料金を負担して、

廃家電を小売業者に引き渡す。

　　ｂ　小売業者

　　　引き取った廃家電を製造業者が指定する指

定引取場所に運搬する。

　　ｃ　製造業者

　　　運搬された廃家電を政令で定められた基準

表2-11-17　品目別分別収集実施予定市町村数

ス チ ー ル 缶

ア ル ミ 缶

無 色 び ん

茶 色 び ん

その他の色のびん

紙 パ ッ ク

段 ボ ー ル

紙 製 容 器 包 装

ペ ッ ト ボ ト ル

品　　目 15　年　度 19　年　度

プ ラ ス チ ッ ク

製 容 器 包 装

80

80

78

78

80

64

76

30

74

39

80

80

78

78

80

65

77

41

76

49

表2-11-18　分別収集量実績　（単位：トン）

ス チ ー ル 缶

ア ル ミ 缶

無 色 び ん

茶 色 び ん

その他の色のびん

紙 パ ッ ク

段 ボ ー ル

紙 製 容 器 包 装

ペ ッ ト ボ ト ル

合　　計

品　　目 11年度

プ ラ ス チ ッ ク

製 容 器 包 装

27,840

8,598

22,588

16,314

14,743

351

－

－

4,085

－

94,519

12年度

26,714

8,638

22,780

16,170

15,542

398

18,813

1,302

6,185

9,555

126,097

13年度

24,118

9,016

23,113

15,477

13,404

382

20,921

3,899

8,246

18,023

136,599

（注）段ボール、紙製容器包装、プラスチック製容器包装は、12

年度から対象となった品目である。

表2-11-19　品目別分別収集実施市町村数

ス チ ー ル 缶

ア ル ミ 缶

無 色 び ん

茶 色 び ん

その他の色のびん

紙 パ ッ ク

段 ボ ー ル

紙 製 容 器 包 装

ペ ッ ト ボ ト ル

品　　目 11年度

プ ラ ス チ ッ ク

製 容 器 包 装

80

80

72

72

72

37

－

－

42

－

12年度 13年度

80

80

76

76

79

53

57

16

70

23

80

80

76

76

79

57

61

17

72

32

（注）段ボール、紙製容器包装、プラスチック製容器包装は、12

年度から対象となった品目である。
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にしたがって再商品化等を行う。

　　　（再商品化等の基準）

　　　エアコン　　　６０％以上

　　　テレビ　　　　５５％以上

　　　電気冷蔵庫　　５０％以上

　　　電気洗濯機　　５０％以上

　　ｄ　市町村

　　　消費者の要請により、小売業者に引取・引渡

義務のない一部の対象機器を収集及び運搬す

る。

（４）し尿処理対策

ア　施設整備

　し尿処理施設の設置等に対し国庫及び県費補助

を行い、施設の整備拡充を図っている（表2-11-

20）。

染の防止に努めている。

ウ　立入検査

　廃棄物処理法第19条の規定により、13年度にお

いては、38か所のし尿処理施設を対象に立入検査

を実施し、施設の維持管理状況の確認を行い必要

な指導を行った。

(５)　浄化槽対策

ア　合併処理浄化槽の設置促進

　河川、湖沼の水質汚濁負荷原因は、生活系が大き

なウェートを占めていることから、し尿と生活排

水を併せて処理する合併処理浄化槽は、対策の重

要な柱となっている。そこで、県では、合併処理浄

化槽の設置を促進するため、62年度から国と協調

して市町村が行う合併処理浄化槽設置促進事業に

要する経費に対して補助金を交付している。

　62年度は、６市町、15基に対し補助を行ったが、

63年度からは補助対象地域を下水道認可区域を除

く全県下に拡大した。

　また、元年度には補助基準額の引上げ補助対象

浄化槽の規模拡大を行い、さらに、３年度において

も補助基準額の再引上げ及び補助対象地域の拡大

（下水道認可区域であっても、当分の間供用が開始

されない区域）を行うなど、制度を充実させた結

果、元年度には621基（34市町村）だった補助設置

基数が、13年度には5,157基（77市町村）と順調

な伸びを示しており、今後も引き続き合併処理浄

化槽の設置促進を図っていく。

　また、市町村が設置するし尿及び家庭雑排水の

処理施設（101人以上の地域単位で共同処理）とし

て「コミュニティ・プラント」があり、国庫補助及

び県費補助の対象施設となっている。

イ　浄化槽対策

　浄化槽が所期の機能を発揮するには、その適正

な設置及び設置後の適切な維持管理が不可欠であ

る。このため「浄化槽法」、「千葉県浄化槽保守点検

業者の登録に関する条例」、「千葉県浄化槽取扱指

導要綱」等に基づき、浄化槽管理者に対する啓発及

び法定検査の受検指導、支庁による立入検査指導、

保守点検業者に対する指導等を実施し、浄化槽対

策の一層の充実を図る。

表2-11-20　し尿処理施設整備補助金交付状況

区分

年度

（単位：千円）

国庫補助金 県費補助金

施設数 補助率 補助金 施設数 補助率 補助金

11

12

13

1

2

1

１
－
２

１ １
－・－
２ ３

１
－
２

308,669

389,133

880,501

2

3

4

 30,844

 75,400

115,421

（注）１．補助金は、交付決定年度で集計した。

２．補助率は　国庫補助金：公害防止計画策定地域の率は

　　　　1/2、策定地域以外は1/3。

　　　　県費補助金：事業主体の財政力指数により異なる。

0.05 ～ 0.15

0.05

0.05 ～ 0.15

イ　環境汚染防止対策

　し尿処理に当たっては、水質汚濁、悪臭等環境汚

染の防止に十分配慮する必要がある。特に、処理施

設が適正に管理されない場合は、施設の効率的な

稼働が妨げられるばかりでなく、公共用水域の水

質汚濁の原因となるので、その未然防止に万全の

措置を講じなければならない。

　し尿処理施設からの放流水については、「水質汚

濁防止法」及び「水質汚濁防止法に基づき排水基準

を定める条例」により厳しく規制されている。

　県では、市町村等が施設整備を行う場合に、これ

らの法令等に適合するよう指導するとともに施設

の適正な維持管理について指導を徹底し、環境汚
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　「浄化槽法」では、浄化槽を設置した場合その管

理者に対し、使用開始後６か月を経過した日から

２か月の間に水質検査（法第７条検査）を、さらに、

毎年１回定期検査（法第11条検査）をそれぞれ受

けることを義務づけている。

　県では、法第７条検査の受検を推進するため、建

築確認申請又は設置届の際に併せて同検査依頼書

を添付させる措置をとっている。また法第11条検

査についても、おおむね21人槽以上の浄化槽のう

ち前年度未受検浄化槽を対象に受検促進指導を行

うなど、未受検浄化槽の減少に努めている。

　法定検査は、（社）千葉県浄化槽検査センターが

知事の指定検査機関として実施しており、13年度

の検査基数は、29,244基で、検査結果はそれぞれ

管轄支庁に通報され、不適正浄化槽の管理者に対

しては事後指導を行った（表2-11-21）。

第２節　産業廃棄物

１．産業廃棄物の現状

　廃棄物処理法では、事業活動に伴って生じた廃

棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカ

リ、廃プラスチック類等20種類の廃棄物及び輸入

された廃棄物を産業廃棄物と定め、さらにこれら

のうち爆発生、毒性、＊感染性等の性状を有する５

種類の廃棄物を＊特別管理産業廃棄物としている

（資料編７）。これらは、事業場から排出される際、

混合された状態のものもあり、その内容は多種多

様である。

　産業廃棄物の処理については、排出事業者が自

らの責任において適正に行うこととされ、自ら又

は許可業者への委託により実施されている。産業

廃棄物の発生から処理までの代表的な流れを示す

と図2-11-5のとおりである。

（１）産業廃棄物の発生及び処理状況

　産業廃棄物の発生及び処理の状況については、

排出者に報告が義務づけられていないため、県で

は概ね５年ごとに実態を把握するための特別の調

査を実施している。11年度に実施した実態調査の

結果では、10年度の発生量は2,951万トンで、中

間処理等による減量化量が1,153万トン（39％）、再

資源化量が1,682万トン（57％）、最終処分量は116

万トン（４％）であり、発生量の９割以上が減量化・

再資源化されている。

　また、前回調査の５年度と比較すると、発生量は

41万トン（1.4％）、最終処分量は115万トン減少

している（図2-11-6）。

図2-11-5　産業廃棄物処理の代表的な流れ

表2-11-21　浄化槽法定検査実施結果（13年度）

判　　定　　結　　果
検査基数

適　正 おおむね適正 不適正

29,244 24,627 3,633 984
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（２）産業廃棄物処理施設の設置状況

　14年３月末現在の排出事業者が設置する廃棄物

処理法第15条の許可施設数は＊中間処理430施設、

最終処分13施設、また、産業廃棄物処理業者が設

置する処理施設数は中間処理285施設、最終処分25

表2-11-23　産業廃棄物処理業に係る許可業者数（14年３月末現在）

業区分

年度 種類

収　集

運搬業

※収集運搬のみ

処　　　　分　　　　業

小　計 中間処理 最終処分
収　運
＋

中　間

収　運
＋

最　終

中　間
＋

最　終

収運＋
中間＋
最終　

合　計

産廃

特管

計

産廃

特管

計

13

12

4,233 226 50 5 153 10 1 7 4,459

397 31 13 1 17 0 0 0 428

4,323 233 54 6 155 10 1 7 4,556

4,162 203 40 5 139 12 3 4 4,365

404 29 11 1 17 0 0 0 433

4,256 208 44 5 140 12 3 4 4,464

(注)１．千葉市許可分を除く。

２．「産廃」とは通常の産業廃棄物を、｢特管」とは特別管理産業廃棄物を取り扱う業を示す。

３．「計」は、許可業者の実数を示す。（許可区分により一部重複）

図2-11-6　産業廃棄物の発生・処理状況の推移 施設である（表2-11-22）。

（３）産業廃棄物処理業者の現況

ア　許可の状況

　産業廃棄物処理業者は、排出事業者からの委託

を受け、適正に処理する役割を担っている。産業廃

棄物の処理を業として行うには、廃棄物処理法に

基づく知事（千葉市域内については千葉市長）の許

可が必要で、取り扱う産業廃棄物の種類（通常の産

業廃棄物と特別管理産業廃棄物）及び業の内容（収

集運搬業と処分業）により区分し許可されている。

14年３月末現在の許可業者数は4,556業者（実数）

で、前年度に比べ92業者増加している（表2-11-

23）。

表2-11-22　廃棄物処理法第15条に基づく許可施設の設置状況（14年３月末現在）

(注)１．千葉市域内の施設を含む。

２．（　）内は、許可対象となる規模未満の施設数。

３．その他の許可対象外施設とは、廃棄物処理法第 15 条の許可対象施設以外の産業廃棄物処理施設。

４．最終処分場については、容量が０及び閉鎖した施設は除き、公共施設を含む。

汚 泥 の 処 理 施 設

廃 油 の 処 理 施 設

廃 酸 ・ 廃 ア ル カ リ の 処 理 施 設

廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 の 処 理 施 設

木 く ず 等 の 処 理 施 設

そ の 他 の 処 理 施 設

そ の 他 の 許 可 対 象 外 施 設

合　　　　計

安 定 型

管 理 型

遮 断 型

合　　　　計

種　　類 種　類　内　容 排出事業者 合　　計

中間処理施設

最終処分場

処　理　業　者

313

24

2

43

45

3

0

430

3

8

2

13

38

27

4

47

167

2

0

285

16

9

0

25

(9)

(8)

(4)

(16)

(3)

(0)

(193)

(233)

(0)

(0)

(0)

(0)

351

51

6

90

212

5

0

715

19

17

2

38



185

廃 

棄 

物

　イ　処理実績

　産業廃棄物処理業者は、１年間の廃棄物の処理

実績を毎年知事（千葉市長）に報告することとされ

ており、千葉市を含む12年度の実積は次のとおり

である（詳細は資料編７）（図2-11-7）。

　（ア）　中間処理量

　中間処理量は560万２千トンと11年度に比べ176

万４千トン増加している｡種類別に見ると、がれき

類253万６千トン（45％）、汚泥212万７千トン（38

％）、廃プラスチック類18万７千トン（３％）の順

となっている。なお汚泥のうち約76％（162万６千

トン）は建設工事に係るものであり、がれき類など

を合わせ建設系廃棄物が中間処理全体量の大半を

占めている。また、発生地域別に見ると、県内発生

物が323万６千トン（58％）、県外発生物が236万

６千トン（42％）となっている。

　（イ）　最終処分量

　最終処分量は79万２千トンと11年度に比べ13

万６千トン減少している。種類別に見ると、がれき

類24万４千トン（31％）、汚泥18万２千トン（23

％）、ガラス・陶磁器くず14万２千トン（18％）、廃

プラスチック類９万６千トン（12％）の順となって

おり、この４品目で全体の８割以上を占めている。

また、発生地域別に見ると、県内発生物が58万ト

ン（73％）、県外発生物が21万２千トン（27％）と

なっている。

（４）不法投棄の状況

　13年度の産業廃棄物に係る不法投棄の発生件数

は480件で、ここ数年は150件程度で推移していた

が、件数が急増した。不法投棄量は減少しており、

小口分散化の傾向にある（図2-11-8）。

　また、発生地域は、主要幹線道路周辺の休耕田、

沢状地や林地に集中し、道路網の発達に伴い広域

化する傾向もみられる。

　不法投棄の内容物は、依然としてがれき類や木

くず等の建設系廃棄物が半数以上を占めているが、

その中でも再生利用が遅れている木くず、瓦くず

等の不法投棄が多くなっている。また、建設系廃棄

物以外では廃プラスチック類が増加してきている。

　大規模な不法投棄現場では、廃プラスチック類

を主体として建設系廃棄物や事業系一般廃棄物が

混在し投棄されている場合が多く、これらは他都

県の中間処理施設や積替保管施設などに集積され

ていたものが、県内に運び込まれ投棄されるケー

スが多いものと推定される。

　このような不法投棄は、法を無視する不法行為

者の存在に加えて、土地所有者の安易な土地提供、

排出事業者や工事発注者の管理不徹底なども原因

となって引き起こされている。

２．産業廃棄物処理対策

　千葉県における産業廃棄物処理対策の体系は、

図2-11-9のとおりであり、廃棄物処理法、指導要

綱及び公害防止協定等に基づき、排出事業者及び

処理業者に対する規制・指導を行っている。

(１)　千葉県廃棄物処理計画

　県では、廃棄物処理法に基づき、概ね５年ごとに

「産業廃棄物処理計画」を策定し、産業廃棄物の適

正処理を推進してきた。13年度からは法改正によ

図2-11-8　産業廃棄物の不法投棄発生状況図2-11-7　中間処理・最終処分の実績（12年度）
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り、都道府県において一般廃棄物と産業廃棄物と

を合わせた「廃棄物処理計画」を定めることとな

り、本県が抱える環境に係る諸問題に対し適切に

対処し、資源循環型社会の形成を図るため、「第５

次産業廃棄物処理計画（８年２月）」及び「ちば21

ごみゼロプラン（12年３月）」を踏まえ、14年３月

に「千葉県廃棄物処理計画」を策定した。

　産業廃棄物に係る計画では、循環型社会の構築

に向けて①発生抑制と減量化・再資源化の促進②

県内処理の徹底と県内流入の抑制③管理体制の確

立④適正処理の推進⑤不適正処理の根絶を基本方

針として掲げ、排出事業者、処理業者、県民及び行

政がそれぞれの役割分担と連携のもとで、計画の

推進を図ることとしている。

　また、産業廃棄物の排出量は13年度以降ほぼ微

増で推移すると予測されていることから、業種別

に減量化・再資源化の努力目標量を設定し、17年

度において①排出量を10年度に比べ抑制する②再

資源化率を10年度と同様に53％の高水準を維持す

る③最終処分量を10年度の約32％削減することを

減量化・再資源化目標としている（図2-11-10）。

（２）排出事業者に対する規制・指導

ア　立入検査

　13年度の廃棄物処理法に基づく立入検査は、有

害な物質を取り扱う事業場、産業廃棄物処理施設

を有する事業場及び医療関係施設（病院）等を重点

的に選定し、163事業場について実施した（表2-11-

24）。

図2-11-9　産業廃棄物対策の体系

図2-11-10　発生・処理状況の将来予測と目標
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　立入検査では、産業廃棄物の排出状況、処理状

況、管理体制等について検査するとともに、必要に

応じて産業廃棄物を採取・分析し、100事業場に対

して改善指導を行った。改善指導の主な内容は、帳

簿の記載・整備の不備、廃棄物の保管の不備、不適

正な委託処理等であった。

イ　多量排出事業場の指導

　12年６月に廃棄物処理法が改正され、前年度の

排出量が、産業廃棄物にあっては１千トン以上、特

別管理産業廃棄物にあっては50トン以上の事業場

を設置する事業者は、多量排出事業者として処理

計画の作成及び計画の実施状況の報告が義務付け

られた。県では13年４月「産業廃棄物（特別管理

産業廃棄物）多量排出事業場処理計画及びその縦

覧に関する指針」を策定し、事業者に対して処理計

画の作成を指導している。

ウ　協定に基づく指導

　公害防止協定締結工場（55社63工場）に対して

は、協定に基づく処理実績の報告を受け、産業廃棄

物の処理状況等の確認を行うとともに、立入調査

を実施し必要な指導を行っている。

　13年度の協定工場の埋立処分実績は24万２千ト

ンで、協定値の63万トンを下回っている。なお、13

年度の協定に基づく生産施設及び公害防止施設の

新増設に係る事前協議は48件で、産業廃棄物の減

量化・再資源化の促進及び処理施設の設置などに

ついての指導を行った。

エ　進出予定事業者等に対する指導

　県内の工業団地等への立地及び大規模な工場立

地を計画している事業者に対しては、計画時点か

ら産業廃棄物の発生抑制と減量化・再資源化を基

本とした適正処理に努めるよう事前指導を行って

おり、13年度は30件について指導した。

　また、廃棄物処理法及びその運用通知等を周知

し、適正処理の徹底を図るため、講習会等を実施し

ている。

（３）処理業者に対する規制・指導

　産業廃棄物処理業者に対しては、廃棄物処理法

に基づく規制のほか、「千葉県廃棄物処理施設の設

置及び維持管理に関する指導要綱」等に基づき、適

正処理の指導を行っている。特に、中間処理業者及

び最終処分業者については、重点的に立入検査を

実施し指導の徹底を図っている。

　13年度は、延べ93件の立入検査を実施し、許可

条件の違反など不適正な処理のあった延べ53件に

ついて、改善指導を実施した（表2-11-25）。

　なお、立入検査で廃棄物、放流水等114件につい

て採取・分析した結果、すべて基準に適合してい

た。

（４）不法投棄等の不適正処理に対する指導

　産業廃棄物の不法投棄や野焼きなど不適正処理

の未然防止と適正処理の徹底を図るため、関係事

業者に対する啓発や立入指導を実施するとともに、

警察を含む関係機関との連携強化、不法投棄多発

地域での夜間・休日パトロールの実施など、監視体

制の充実強化に努めている。また、不法投棄等の情

表2-11-25 産業廃棄物処理業者に対する立入検

査結果（13年度）

立入検査対象

(業の区分)

延べ

立入件数

延べ

指導件数

改善指導の内容

改善命令 改善勧告 指導票 その他

収集・運搬業 4  3 0 0 0 3

中間処理業 70 36 0 1 3 32

最終処分業 19  14 0 0 0 14

計 93 53 0 1 3 49

(注) １．千葉市を除く。

２．収集・運搬業に係る立入検査は、積替保管施設を対象

としている。

表2-11-24 産業廃棄物排出事業場に対する立入

検査結果（13年度：主要業種別）

業　種
立入検査

事業場数

改善指導

事業場数

指　導　内　訳

改善

命令

改善

勧告

文書

指導

口頭

指導

製 造 業

医 療 業

廃棄物処理業等

水 道 業 等

建 設 業

そ の 他

合 計

27 11 0 0 0 11

74 54 0 0 8 46

21 10 0 1 0 9

3 3 0 0 0 3

13 11 0 0 0 11

25 11 0 0 0 11

163 100 0 1 8 91

(注) １．千葉市を除く。

　 ２．「文書指導」は、指導票によるものを含む。
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報を早期に得て迅速な対応を図るため、２年度か

ら市町村が設置する「不法投棄監視員制度」の運営

に対しその費用の一部を助成しており、13年度は

68市町村（監視員数1,141名、千葉市を除く）に

対し補助金を交付した。

　また、不適正処理に対する初期対応の迅速化を

図るため、協定を締結した 67 市町村から推薦の

あった394名の市町村職員に対し、県職員に併任発

令のうえ、立入検査証を発行して、立入検査権を付

与した（14年７月現在）。

（５）県外産業廃棄物の適正処理に関する指導

　県外産業廃棄物の流入に伴う不法投棄等の不適

正処理を防止するとももに、県内産業廃棄物の処

分容量の確保と最終処分場の延命化を図るため、

２年４月から「千葉県県外産業廃棄物の適正処理

に関する指導要綱」を施行し、最終処分については

原則として協議数量の50％削減、県外の積替保管・

選別施設経由の搬入禁止などについて指導してい

る（千葉市は独自の要綱により指導）。

　要綱では、県外産業廃棄物を県内で処理しよう

とする場合、排出事業者は事前に知事に対し協議

（最終処分）又は届出（中間処理等）を行うことと

しており、13年度の事前協議及び届出の件数はそ

れぞれ165件及び4,714件であった。

　県内における県外産業廃棄物の最終（埋立）処分

量は、要綱施行前に比べ大きく減少し、ここ数年10

～20万トンと全体の３割程度で推移している（図

2-11-11）。

(６)ポリ塩化ビフェニル廃棄物対策

　＊ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物の処理に

ついては、現在まで全国的に適正処理できる施設

がなく、国の指導に基づき適正な保管を指導する

とともに、変圧器などに使用していた高圧トラン

ス、コンデンサの保管状況を確認してきた。

　また、柏市や八王子市の学校施設においてＰＣ

Ｂ廃棄物使用照明器具の破損事故が発生したこと

から、国は、ＰＣＢ廃棄物を使用している古い照明

器具を13年度末を目途に交換することで12年 11

月 28日閣議了承されたところである。

　ＰＣＢ廃棄物の処理のために、「ポリ塩化ビフェ

ニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置

法」が13年７月15日に施行され、13年度において

は、ＰＣＢ廃棄物を保管する事業者は８月31日ま

でに保管状況・使用状況について県に届出書を提

出し、県はこれを公表することと規定されている。

　その結果、届出による13年７月15日現在の県内

のＰＣＢ廃棄物の保管・使用状況については、トラ

ンス・コンデンサは保管中が約３万４千台、使用中

が約２千台、照明器具用安定器については保管中

が約10万６千台、使用中が約３万７千台であった。

　また、提出された届出書については、13年11月

に縦覧による公表を行った。

(７)　建設リサイクル法の施行

　建設廃棄物は産業廃棄物排出量の約２割を占め

ており、さらに最終処分量の約３割を占めている

が、建設廃棄物のリサイクルは、建築系廃棄物を中

心に伸び悩んでいる状況である。また、40年代の

高度成長期に急増した建築物が更新期を迎えつつ

あり、今後、建築物の解体に伴う廃棄物が大量に発

生することが予想されている。このような状況の

中で、建設廃棄物のリサイクルや減量を促進する

ため「建設工事に係る資材の再資源化等に関する

法律」（建設リサイクル法）が12年５月31日に制

定され、14年５月30日に完全施行された。

ア　法の概要

　この法律は、建築物等の解体工事又は新築工事

などから発生する廃棄物について、工事現場での

図2-11-11　県内処理業者による県内・県外最終

          （埋立）処分量の推移
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分別（分別解体等）と分別された廃棄物の再資源化

を義務づけたものである。

　また、分別解体等及び再資源化等を実効性ある

ものとするための措置として、対象となる建設工

事の事前届出ほか発注者及び受注者に様々な手続

き等を規定しているほか、解体工事業者の登録制

度の規定などが定められており、14年９月末現在、

県及び特定行政庁が受理した事前届出は1,768件、

県で登録を受けた解体工事業者は324件となってい

る。

イ　県の取組

　県では、対象建設工事の事前届出について、土木

事務所（市原土木事務所を除く）又は都市計画事務

所で受理する体制をとるとともに、パトロールな

どを実施し、必要な助言・指導を行っている。

　また、建設廃棄物のリサイクルを促進するため

には、県だけではなく、建設関係者の理解とそれぞ

れの立場での努力が重要であることから、各種説

明会、講習会、会議等により法の周知・ＰＲ活動等

に積極的に取り組んでいる。

３．関連対策

（１）畜産廃棄物対策

ア　畜産廃棄物の現状

　本県の畜産農業は、米、野菜と並び本県農業の基

幹をなしており、全国的にも有数の畜産県として

位置づけられている。

　また、家畜排せつ物は、農産物や飼料作物などの

生産においては有機質肥料として利用され、環境

にやさしい農業の推進に貢献している。

　しかし、近年の畜産経営の急激な規模拡大等に

より、畜産排せつ物の適正な管理と利用の確保が

困難なものとなりつつある。

　このため、各地域において、宅地開発等による混

住化の進展も加わり、悪臭や水質汚濁等の畜産環

境問題が発生している。

　千葉県における家畜排せつ物量は年間約310 万

トンであり、これを適切に処理、利用することが、

地域の生活環境の保全と畜産経営の健全な発展の

ための重要な課題となっている。

　家畜排せつ物の適正な処理は、たい肥舍や強制

発酵処理施設等によるたい肥化と活性汚泥法によ

る浄化等が一般的であり、これら適切な処理を行

うための施設整備がすすめられている。

　このような中、11年11月１日には「家畜排せつ

物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」

が施行され、畜産農業における家畜排せつ物の管

理の適正化とその利用を促進するための措置が講

じられることとなった。

イ　畜産廃棄物処理対策

　県では、「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用

の促進に関する法律」に基づき、「千葉県における

家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画」を

定め、処理施設の整備やたい肥等の利用促進など

の目標を設けて、家畜排せつ物の適正な処理及び

利用を推進することとしている。

　このため、各種補助事業や畜産環境整備リース

事業、制度資金等の活用により、家畜排せつ物処理

施設の整備の効率的な推進を図っている。

　さらに、たい肥の流通及び利用の促進を図るた

め、県で構築した堆きゅう肥情報の提供システム

（堆きゅう肥利用促進ネットワークシステム）の活

用を図るとともに、畜産部門と耕種部門からなる

「たい肥生産・利用推進協議会」において、家畜排

せつ物などの有機質資源の地域循環システムの構

築などについて、検討を進めている。

　また、各支庁毎に「畜産経営環境保全推進指導協

議会」を設置し、関係機関の連携のもと、畜産経営

に起因する環境問題への適切な対処を図っている。

表2-11-26　畜産に係る環境問題の発生状況

悪 臭

水質汚濁

害虫発生

そ の 他

計

128 110 102 141 105 112 104 104 9 0 120 118(62.1%)

5 9 6 4 6 2 5 6 4 7 3 4 4 2 5 2 5 6 5 3  45(23.7%)

3 6 2 2 3 0 3 2 3 6 1 2 3 4 3 4 1 6 2 0  14(7.4%)

6 1 8 1 9 2 1 1 8 9 1 4 8 1 5 7  13(6.8%)

229 214 213 250 206 167 194 198 177 200 190(100%)

種　別 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 10年 11年 12年 13年

(注)畜産経営環境保全総合対策指導事業調査結果による。

（単位：戸）
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（２）残土対策

ア　残土条例の制定と概要

　７年度から８年度にかけて、各種建設工事等か

らの建設発生土の埋立てに伴い、六価クロム又は

水銀等の有害物質が検出されたほか、当該発生土

の無秩序な埋立てによる土砂の流出、崩落等の災

害が発生した。土砂等の安全基準については、これ

まで規制する法律がなく、市町村の残土条例（55市

町村）においても、ほとんどの市町村で安全基準の

規定が設けられていなかった。

　また、埋立てによる災害発生の防止に関しては、

都市計画法、森林法、宅地造成等規制法等におい

て、開発に伴う災害等を防止するため土地の形質

変更等の行為を規制しているのみであり、更に、市

町村の残土条例では、他法令許認可対象案件を適

用除外としていることから、埋立てによる災害発

生そのものを規制する法令はなかった。

　一方、建設発生土は市町村の枠を超えて広域的

な流通が行われており、ひとつの市町村だけで、埋

立事業に伴う土壌汚染や災害の防止に対応するの

は困難な状況であった。

　そこで、広域的な埋立事業に対する規制を確立

し、現行法令で規制できない土壌汚染と災害発生

の防止の有効かつ強力な対策を講じるため、「千葉

県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の

発生の防止に関する条例」いわゆる「残土条例」を

９年７月に制定し、10年１月から施行された。

　条例では、事業面積が三千平方メートル以上の

広範囲に及ぶ埋立てについては、県が規制し、それ

以外のものについて市町村が規制することとした。

イ　条例の適正運用のための措置

　土砂等の埋立ての適正化を図るためには、事業

地周辺の住民不安を解消し、埋立て事業者には条

例に定められたルールを遵守させることが重要で

あることから、条例施行後に、次の施策を講じてき

た。

　（ア）行政指導による事前協議制度

　　埋立て事業に対する住民の不安を解消するた

め、事前協議制度を盛り込んだ「土砂等の埋立て

等に関する指導指針」を、県が12年６月から施

行し、事前の住民説明や住民と事業者の環境保

全協定の締結等を行政指導することとした。

　（イ）地域に即した迅速な監視・指導体制

　　13年４月、県内10支庁に新たに「県民環境課」

図2-11-12　千葉県における畜産環境対策の推進体制
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を設置し、埋立て区域面積が一万平方メートル

未満の事業については支庁許可とし、地域に即

した迅速な監視・指導体制を確立するとともに、

同年７月、埋立事業場の施行工程ごとのきめ細

かい技術指導を可能にするため、土木技術職員

を併任配置することとした。

　（ウ）市町村との新たな協力体制

　　市町村において、自らの責任と義務のもとに

主体的に行政区域を守りたいとの要望が強くな

り、これに応えるため、13年９月から、市町村

職員にも県が許可した埋立て事業場への立ち入

り検査権を与え、市町村との新たな協力体制を

確立し、地域に即したより迅速な監視・指導体制

の強化を図ることとした。

ウ　埋立事業許可の現状

　条例施行に伴い、三千平方メートル以上の土砂

等の埋立許可の延件数は、14年３月末現在425件

で、35件が審査中である。

　なお、このうち、212事業場が埋立て事業を完了

している。

　また、14年６月時点で稼働している残土事業場

は約240個所であり、事業区域の面積は約500ヘク

タールである。

表2-11-27　新規許可の推移

平成９年度

平成10年度

平成11年度

平成12年度

平成13年度

合　　計

年　　度

１８件

１５１件

１０３件

７８件

７５件

４２５件

許可件数

１８６，７２６㎡

２，５６８，９３２㎡

１，４２２，８０１㎡

１，３４１，７１６㎡

９３３，８２８㎡

６，４５４，００３㎡

許　可　面　積

＊９年度は、条例の施行日の10 年１月１日以降。

＊ 12 件の一時たい積場を含む。


